
市 営 建 設 工 事 成 績 評 定 要 領                   

 

平成１７年８月９日管第４３号 

平成１９年３月２２日改正 

平成２１年１２月２２日改正 

令和３年４月８日改正 

令和４年４月１日改正 

（目的） 

第1  本要領は、市営建設工事（以下「工事」という。）の工事成績の評定に関する事項を定

めることにより、請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の

向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。  

（定義） 

第2  この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） 市営建設工事 市営建設工事の請負契約に係る指名競争入札及び条件付一般競争入札

の参加者の資格等に関する規程（平成 17 年告示第 15 号）第２条に規定する市営建設工事

をいう。 

（2） 検査員 市営建設工事検査要綱第３条に規定する職員をいう。 

（3） 監督員 市営建設工事監督要綱第２条に規定する職員をいう。 

（4） 工事主管課 工事を執行する課等をいう 

（5） 主管課長 工事主管課の課長等をいう。 

（6） 係長等 工事主管課の係長等で主管課長の指名する職員をいう。  

（対象工事）  

第3  工事成績の評定（以下「成績評定」という。）の対象とする工事は、1 契約の最終請負

金額（工期が複数年にわたる工事にあっては、出来高検査時点における請負金額）が１

３０万円を超える工事とする。 

（成績評定の時期） 

第4  成績評定の時期は、検査員にあっては検査実施のつど、係長等及び監督員にあっては、

工事の完成のときとする。 

（評定者） 

第5  成績評定を行う者（以下「評定者」という。）は、検査員並びに係長等及び監督員とす

る。 



（評定の方法） 

第6  成績評定は、工事ごとに独立して行うものとする。 

２ 工事成績の採点は別記様式第１「工事成績採点表」により行うものとする。 

３ 細目別評定点の算出は別記様式第２によるのとする。 

４ 評定結果は別記様式第３「工事成績評定表」に記録するものとする。 

５ 評定にあたっては、別紙―４の「出来形及び品質のばらつきの考え方」及び別紙―５「施

工プロセスのチェックリスト」を考慮するものとする。また、工事における創意工夫、

社会性等に関しては、受注者から当該工事における実施状況の提出があった場合はこれ

も考慮するものとする。 

６ 主たる工種とは、直接工事費の比率の高いものから足して 70％を超えるまでの工種をい

う。 

７ 品質、出来ばえは、主たる工種について評定を行うものとする。主たる工種が複数ある

場合は、最大３工種に絞って評定を行うものとする。ただし、これ以外の工種でも評定

者が重要と認めるものは、当該上位工種の最下位の工種に替えて考査対象とすることが

できる。 

８ 第６項、第７項について、工種ごとに評価が分かれた場合は低い評価を採用する。  

９ 総合評価落札方式による工事で、契約項目となった技術提案のうち、工事特性、創意工

夫、社会性等に該当する項目については、評価の対象とする。  

１０ イメージアップ経費を用いた取組みは、評価の対象としない。  

（工事成績評定表の提出） 

第7  評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく、工事成績評定表を契約管財課の契約した

工事については、契約管財課長に、工事主管課の契約した工事については、主管課長に

提出するものとする。 

２  主管課長は、工事主管課の契約した工事について、遅滞なく、工事成績評定表の写しを

契約管財課長に提出するものとする。 

（評定点等の通知並びに公表） 

第8  市長は、評定者から工事成績評定表の提出があったときは、遅滞なく、当該工事の受

注者に対して、評定点を別紙様式第４により通知し、通知の写しを閲覧による方法によ

り公表するものとする。 

 

 



（説明要求等） 

第9  第 8 の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して 14 日以内（休日を含む。）に、

書面により市長に対して評定点等について説明を求めることができるものとする。  

２ 市長は、前項による説明を求められたときは、別紙様式５により説明会の開催通知を行

い、説明会で該当工事の現場代理人等と評定者が評定内容について意見の交換を行い、そ

の結果を別紙様式６で回答するものとする。 

３  市長は、説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面及び回答を行った

書面を、閲覧による方法により公表するものとする。 

 附 則 

１ この要領は平成 1７年８月３０日から適用する。 

２ 平成２１年１２月３１日において、下閉伊郡川井村を廃し、その区域を宮古市に編入する

前の川井村が請負契約を締結した村営建設工事であって、工期が平成２２年１月１日以降で

あるものについては、この要領の規定を適用しないものとする。 

   附 則 

 この要領は平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成２２年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年４月８日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 





 





 

 

別記様式第４ 

○○ 第      号 

    年  月  日 

  

受注者     様 

 

                             宮古市長 ○○ ○○  印 

  

  

工 事 成 績 評 定 通 知 書               

 

 貴社が受注した工事について、市営建設工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。 

 なお、評定の結果に疑義があるときは、この書面の通知を受けた日から起算して 14日（「休日」を

含む。）以内に別紙説明要求書により、市長に対し説明を求めることができます。 

 なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続等についての問い合わせ先は下記のとおりです。 

説明要求書が提出された場合には、後日、説明会の日程のご案内を送付いたしますので、その際は、

該当工事の現場代理人等の出席をお願いいたします。 

記 

 

１ 工 事 名          ○○○工事 

２ 工 期            ○○年○○月○○日～  ○○年○○月○○日 

３ 完成検査年月日            ○○年○○月○○日 

４ 評 定 点          ○○点 項目別評点は別表１のとおり 

５ 送付先及び手続等  〒027‐8501岩手県宮古市宮町一丁目 1番 30号 

  の問い合わせ先    宮古市○○部○○課○○係 

  (工事主管課)     ＴＥＬ0193‐62‐2111㈹ 内線○○○ 

 



 

 

別記様式第５ 

○○ 第      号 

   年  月  日 

 

受注者     様 

 

                            宮古市長 ○○ ○○  印 

 

 

工事成績評定結果に対する説明会について 

 

 貴社から○○○○○○工事の工事成績評定通知に対する説明要求書が提出されましたので、下記日

程で説明会を開催します。 

 ついては、該当工事の現場代理人等の出席をお願いします。 

記 

 

１ 日 時    ○○年○○月○○日 ○○時～ 

２ 場 所  宮古市役所○階○○会議室 

 

 

 



 

 

別記様式第６ 

○○ 第      号 

  年  月  日 

 

受注者     様 

 

                          宮古市長 ○○ ○○  印 

 

 

工事成績評定に係る説明書(回答) 

 

     年  月  日付けで貴社から説明を求められた評定内容について、下記のとおり回答し

ます。 

記 

 

１ 工事名          ○○○○○工事 

２ 申し立てに対する回答 

 

 

 


